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第 7 章 中 小企業者 に 対す る 融資等

1 中小企業者L対す る融資

(1 ) 鳥取県の公害防止施設に対す る 融資制度

企業は 、 無公害型生産施設への転換、 公害防止施設の 設 置な ど 、 今 後 万

全の公害対策 を講 じて い く 必要があ る 。

しか し、 公害防止施設等の 設置は 、 多 く の場合、 直接、 生産寄与効果が な

く 、 ま た 、 多額の資金 を必要 と す る の で、 企業に と っ て相当 の 負担 と な る 。

その た め 、 県では 、 企業が公害防止施設を 設置す る 場合は 、 金融上の 助成 を

行 ない 、 企業の公害防止 を 側面か ら促進す る た め 、 昭和 4 6 年度か ら 、 公害

防止施設整備に 対す る 融資を行な って い る 。

融資制度の概要は 、 表 8 - 7 ー 1 の と お り であ る 。

表3ーアー 乍 中小企業公害防止資金融資制度

対 象 企 業

対 象 施 設

融 資 限 度 額

償 還 方 法

融 資 利 率

取扱 金 融 機 関

中小企業者 ま た は事業協同組 合等

土地、 建物 、 構築物 、 機械設備

1 0 0 0 万円以内

1 年据置、 5 年償還

年 6 % ( 保証付の場合 年 5 7 % )

商工組合中央金庫

昭和 4 6 年度に おけ る 融資実績は 、 表 3 - 7 ー 2 の と お り 9 件 5 0 0 5 万

円 、 昭和 4 7 年度は 1 0 件 、 3 9 8 5 万円 であ る 。

表3ーアー2 中小企業公害防止資金融資実績

年 度 融 資 目 標 額 貸 付 額

4 6

4 7

5 , 0 0 0 万 円

1 4 , 0 0 O

5 0 0 5 万円

8 , 9 8 5

昭和 4 7 年度の融資実績を融資対象施設別でみ る と 表 3 - 7 - 3 の と お

り 汚水処理施設が大部分を 占め て い る 。
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ま た 、 融資金額別では 、 表 3 ー 7 ー 4 の と お り 1 0 件 の う ち 5 0 0 万円以

上 1 , o o o 万円 ま でが 4 件 、 1 0 0 万 円以上 5 0 0 万 円 ま でが 6 件 と な っ て

い る o

表3ーアー3 中小企業公害防止資金の 表3一アー4 中小企業公害防止

施設別融資実績 資金の一件当融資
金額

融 資 金 額 件数

1 0 0 万 円以上 5 0 0 万円

5 0 0万円以上 1 , 00 0 万 円

計

件
6

4

1 0

対 象 施 設 件 数 融資金額

汚水 処 理 施‘設

騒音 防 止 施 設

そ の 他

。十

8

1

1

1 0

粛

2, 4 8 5

1 , 0 0 0

5 5 0

3 , 9 8 5

(2 ) そ の他の 融資制度

上記の 制度の ほか 、 県中小企業設備近代化資金 、 中小企業金融公庫、 国民

金融公庫等の融資制度が あ る 。

の 中小企業設備近代化資金

0貸 付 条 件

対象施設 ばい煙、 汚水処理施設等

貸付 限度 1 0 万円以上 5 0 0 万 円以下

利 率 無利子

償還期限 1 2 年以内 ･ 1 年据置 )

o 貸 付 実 績

昭和 4 6 年度 1 件 3 5 0 万 円

昭和 4 7 年度 9 件 2 0 2 3 万円

昭和 4 7 年度の 貸付実績は表 3 ー 7 - 5 の と お り 汚水処理施設が大部

分であ る 。
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表3一アー5 中小企業設備近代化 表3一アー6 中小企業装備近代

資金融貸実績 答議の-件当融

融 資 金 額 件数

1 0 0 万円以下

1 0 0 万円以上 5 0 0 万円

計 41KUQJ

対 象 施 設 件 数 融資金額

汚水 処 理 施 設

騒音 防 止 施 設

。T 819
万円

1 , 9 5 3

7 0

2 , 0 2 3

“ ) 中小企業金融公庫 国民金融公庫に よ る 融資

0 融 資 条 件

対象施設 汚水、 ばい煙、 騒音、 産業廃棄物処理施設等 ( 工場移転 -

中小企業金融公庫の み )

貸付限度 中小企業金融公庫

6 , o o o 万円 ( 工場移転 8 0 0 0 万円 )

国民金融公庫

1 , 0 0 0 万円

利 率 当初 3 年間 6 2 % 4 年 目 以降 6 7 %

償還期限 1 0 年以内 ( 2 年据置 )

融資実績

表3ーアー6 中小企業金融公庫、 国民金融公庫に よ る融資実績

“ ＼どき逡
4 5 4 6 4 7

企業数 件数 金 額

企

業
数

件

数
金 額

企

業
数

件

数
金 額

中小企業金融公庫
朋

2 2

万円
5 0 0 0 8 8

万 円

1 1 , 25 0

国 民 金 融 公 庫 2 2 5 0 0 3 3 60 0 8 8 2 , 1 2 0
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表3一アーア 中小企業金融公庫、 国民金融公庫に よ る融資実績 、

( 昭和 4 7 年度 )

( 中小企業金融公庫 ) ( 国民金融公庫 )

対 象 施 設 件数 融資金額

汚水 処 理 施 設

騒音 防 止 施 設

悪臭 処 理 施 設

計 メリー▲リレnb
万円

1 , 2 8 0

1 2 0

7 2 0

2 , 1 2 0

対 象 施 設 件数 融資金額

汚水 処 理 施 設

“熱 、 じん‘坊除施設

騒音 防 止 施 設

計 5128
万円

7, 7 5 0

5 0 0

3 , 0 0 0

1 1 , 2 5 0

⑱) ･ 鳥取県信用保証協会

対 象 設備資金の保証

貸付 ( 保証 ) 限度額 : 法人 、 個 人 2, 0 0 0 万円 、 協同組合 4, 0 0 0 万円

貸付利率 保証料 一般年 1 4 %

貸付 ( 保証 ) 期間 : 5 年以内

返済方法 分割叉は一括償還

昭和 4 7 年度 の実績は 、 1 件 5 0 0 万円であ る 。

2 畜産業者に対する融資 ( 昭和 4 7 年か ら )

制 度 名 畜産環境整備資金

対 象 畜産経営の公害防止施設

貸付限度額 2 0 0 万円 特認 5 0 0 ~ L O O O 万円

利率 ( 末端 ) : 年 8 5 %

償還期間 : 1 2 年以内

融資機関 : 信連 、 農協、 中金 、 共済運 、 鳥取銀行、 山陰合同銀行 、 扶桑相互

銀行

昭和 4 7 度の 実績は 1 件で 1 8 8 万 円 ( 家畜汚水処理施設 ) で あ る 。
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3 公害防止施設にかかる税制上の措置

(1 ) 公害防止施設の特別償却 ( 国税 )

特別償却の 認め ら れ る 施設は 、 次 の と お り であ る 。

ばい煙処理施設、 汚水処理施設、 騒音防止施設、 重油脱硫装置等の公害防

止施設 を取得 した場合は 、 そ の 年度に お いて 、 当該施設の取得価格の 2 分の

1 を普通償却分に 加 え て特別償却す る こ と が で き る こ げこ な っ て い る 。

ま た 、 当該年度だけで 特 別 償 却 を行 う こ と がで き な い場合は 、 こ れ を 8

年間繰 り 延べる こ と も でき る 。

(2) 固定資産税の減免 ( 地方税 )

公害防止施設の種類に よ り 、 固定資産税が完全に免除 さ れ る も の と 3 分

の 軒こ 軽減 さ れ る も の が あ る 。

( 免除 さ れ る も の )

ばい煙処理施設、 汚水処理施設等

( 3 分 の 乾こ 軽減 さ れ る も の )

重油脱硫装置 、 廃油処理施設、 拡散用 高煙突 、 騒哲 防止施設等

(3) 公害防止準備金 ( 国税 )

公害防止費用 の負担が大 き く 、 かつ 、 企業所得が変動す る 特定業種の 企業

( バ ル ブ工業 、 電気 メ ッ キ業 、 水産食品業等 ) に つ い て 、 公害防止費用の 支

出 に あ て る た め売上高の 1 千分の 3 ( 所得の変動かい ち じ る しい特定業種

( 電気 メ ッ キ 業、 金属工業等 ) に つい て は 1 千分の 6 ) の 金額を公害防止準

備金 と して積立て た と き は 、 損金算入が認め られ る 。
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第 8 章 公害紛争処理 、 公害苦情等

第 1 節 公害紛争処理制度

昭和 4 5 年 1 1 月 に , 公害紛争処理法に 基づ く 公害紛争処理制度が発足 し た 。

こ の制度は , 公害紛争の迅速かつ適正な解決 を 図 る ため , 紛争処理を専門 に行な

う こ と を 目 的 と し た も の で , 鳥取県では , 公害審査委員候補者 ( 1 3 人 ) を置 き ,

公害紛争事件 が申請 さ れ た場合に , 知事が , 候補者の 中か ら 8 人の委員 を選任 し ,

公害紛争の和解の仲介, 調停お よ び仲裁 を行 な う こ と と して い る 。

蒲 制度の仕組み

(1 ) 和解の仲介

和解の 仲介 と は , 3 人の 仲介委員 が , 当事者の意 見 を聞 き と る 等 に よ り

当事者の民法上の和解を あ っ せ んす る こ と を い う 。

あ っ せ ん に 応ず る か否かは 当事者の意思に 委ね ら れて い る 。

(2) 調 停

調停 と は , 調停委員会が当事者双方の意 見 を き き , かつ , 独 自 に 事実 の調

査等 を行 な い , 覊停案 を 当事者に提示 し, こ れに沿 っ て紛争の解決 を図 る 。

調停案 を受諾す る か否かは , 当事者の任意であ る が 調停案が受諾 さ れ覊停

が成立 した場合に は , そ の効力は , 民法上の和解契約 と 同一の効 力 を有す る 。

(3) 仲 裁

仲裁は , 裁判所に お い て裁判 を受け る権利 を放棄 し, 当事者が合意に よ っ

て選定 した仲裁委員会に紛争解決の判断 ( 仲裁判断 ) を 委ね , こ の 判断に 服

従す る こ と を約す る こ と に よ っ て紛争の解決 を図 る こ と を い う 仲裁判断は ,

確定判決 と 同一の効力 を有す る 。

2 紛争処理の手続き

申請は , 和解の 仲介 , 調停に つ い て は , 紛争当事者の一方 の みか ら で も で き

る が , 仲裁に つ い て は , 紛争当事者の双方 の合意に 基づい て行な う こ と が必要

で あ る 。

手数料は , 他 の制度に比較 して著 る し く 低額であ る 。

3 調停申請を処理し た事例

(1 ) 鳥取県倉吉市にお け る パ ー ケ ノ ト 工場か ら の粉 じんに よ る 生活環境被害に
係 る差止等調停事件 ( 昭和 4 6 年 ( 調 ) 第 1 号事件 )
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イ 申 請 年 月 日 昭和 4 6 年 1 1 月 1 5 日

口 申 請 受 理 年 月 日 昭和 4 6 年 1 1 月 2 7 日

ノ、 申 請 者 倉吉市上丼 杉森太郎 生 田昭 土佐和臣

- 紛 争 の 相 手 方 倉吉市上丼 1 9 0 関西バ ーケ ト 工業株式

会社 取締役社長 藤井政雄

ホ 被 害 の 生 じ た 場 所 倉吉市上丼 1 8 4 , 1 8 5 の 5 , 1 8 4 の 5 一帯

へ 調停 を求 め る 事項お よ びそ の理由

“ ) 事項 粉 じん の飛散防止施設の 早急な完備 と 現在 ま での被害に よ る 損

害賠償請求額 9 0 万 ( 被害額お よ び慰謝料 )

(ロ) 理由 製材お よび合板製造工程か ら生ずる 極少の の こ く ず の粉 じん が

飛散 して付近の住民 , 工場等に降下 し , 洗濯物そ の他 を汚染 し

て い る 。

ト 調停委員 の指名 ( 公害審査委員候補者 )

中山淳太郎 ( 弁護士 )

山 下 宗 ( 産 業 )

繁原 重治 ( 人権擁護委員 )

指名年 月 日 昭和 4 6 年 1 2 月 7 日

チ 調停委員会開催の経過 昭和 4 6 1 2 1 0 第 1 回調停委員会

当事者か ら 事情聴取

昭和 4 6 1 2 1 8 第 2 回調停委員会

現地調査お よび 当事者か ら 意 見聴取

昭和 4 6 1 2 2 7 第 3 回凋停委員会

調停案 の受諾勧告

ノ 凋 停 成 立 年 月 日 昭和 4 6 年 1 2 月 2 7 日

ヌ 調 停 条 項

庁) 関西パ ーケ ノ ト 工業株式会社 ( 以下 ｢ 会社 ｣ と い う 。 ) は , 会社の 工

場 か ら排出 さ れ る 粉 じん に つ い て , 杉森太郎 , 生 田昭お よ び土佐和臣 (以

下 ｢ 申請人｣ と い う 。 ) の生 活環境に 係 る 被害 を生 じな い よ う 会社がす

で に 発注済の 集 じん装置 を昭和 4 7 年 2 月 1 5 日 ま でに 設置す る こ と &こ

な っ て お る の で , 会社は , こ の集 じ ん装置の 完成後 ただ ち に 申請人お よ

りも 鳥 取 県 丁 矩完 成 の 旨 を 通知 し , 鳥取 県 の 立 ち 合い の う え , 申 請人に
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工事完成 を確認 さ せ る こ と 。

“ ) 会社は , 工場敷地内 の 東側 に 面積約 2 8 0 平方 メ ー ト ル に わ た り た い

積 して い る の こ く ず に つ い て , 撒水 , 覆土, 芝 の植付等 な ん ら か の 方法

に よ っ て常時飛散防止 を行 な う こ と 。

け) 申請人は , 前 。己 会社側 の誠意 を解 し , 申 し立て の 会社に 対す る 損害賠

償の請求 は , こ れ を放棄す る こ と 。

( 2 ) 鳥取市吉方温泉地区に お け る ホ ー ノ ソ グ場騒音 に よ る 生活環境被害に 係 る

差止お よ び損害賠償請求調停事件 ( 昭和 4 8 年 ( 調 ) 第 1 号事件 )

イ 申 請 年 月 日 昭和 4 8 年 2 月 1 5 日

申 請 受 理年 月 日 昭和 4 8 年 2 月 2 0 日

申 請 者 鳥取市吉方温泉 1 丁 目 5 4 9 山根和子

" 松本信雄

両名 代理人

鳥取市西町 1 丁 目 3 0 3 君野駿平

鳥取市西町 3 丁 目 3 0 2 松本光寿

一 紛 争 の 相 手 方 鳥取市吉方温泉 1 丁 目 5 6 1

株式会社 日 本海 ノ ン チ フ ソ ト

代表取締役 吉岡利固

ホ 被害の生 じた場所 鳥取市吉方温泉 1 丁 目 5 4 9

へ 申 請 の す 理 由 相手方 は I セ ン ト フ ル ボ ール ｣ の 名 で ホ ー ノ ソ グ

場 の営業を開始 し , そ の 騒音 の た め , 同 ボ ー ノ ソ

グ場の 真裏に位置す る 申請人が経営 し て い る 旅館

が営業 し う る 環境 を失 い宿泊客が減少 し て い る 。

ト 調停 を 求 め る 事項

ィ ) ホ ー ノ ソ グ場か ら 発生す る 騒音 を被害場所に お い て 深夜 ( 午後 1 0 時

~午前 6 時 ) 4 5 ホ ン 以下に す る た め 同事業に適切 な 防音装置の 設置

(ロ) 防音装置 を 設置す る ま での 間ボ ー ノ ソ グ場の営業の停止

◇り 昭和 4 7 年 1 2 月 2 4 日 か ら 防音装置が設置 さ れ る ま での 間 , 申請人

に 対す る 補償要求

チ 調停委員 の指名 ( 公害審査委員候補者 )

山桝 博 ( 弁護士 )
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山下 宗 ( 産 業 )

長尾政夫 ( 人権擁護委員 )

指名年月 日

昭和 4 8 年 2 月 2 0 日

リ 昭和 4 7 年度に お け る 調停委員会開催の経過

昭和 4 8 2 2 4 第 1 回調停委員会 当事者か ら 事情聴取

昭和 4 8 8 7 第 2 回 “ "

昭和 4 8 8 2 4 第 3 回 " "

調停継続中であ る 。

4 公害苦情相談員の設置

公害紛争処理法は , 昭和 4 5 年 1 1 月 1 日 か ら 県に 公害苦情相談員 を必置す

る こ と を規定 し, 市町村に つい て も 任意に 設置す る こ と に な っ た 。

本県の 公害相談員の 設置状況は , 表 3 ー 8 - 1 の と お り で あ る 。

表 3 ー8ー 1 公害苦情相談員設置状況 ( 昭和 4 8 年 3 月 末現在 )

設 置 機 関 人 員

県

厚生部環境保全課

鳥 取 保 健 所

郡 家 "

浜 村 "

倉 吉 "

米 子 "

根 雨 " 111具増墨1ユー1TAt4
衛 生 課

保健衛生課

メソ

衛 生 課

メア

保健衛生課

小 。十 7

市町村

鳥 取 市

鹿 野 町

羽 合 町

日 野 町

1

1

1

1

環 境 課

総 務 課

町 民 課

保 健 課
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第 2 節 公害 に係 る 苦 情 , 陳 情 の 処理

1 公害苦情の事務処理体制の確立

昭和 4 6 年 6 月 ｢ 鳥取県公害苦情等事務処理要領 ｣ を定め , 公害苦情の事務

処理 を 県お よ び市町村 を通 じ統一 した 事務 処理体制 を確立 し , 苦情の迅速適正

な 解決 を は か る こ と と し た 。

ま た , 市町村に お い て も 公害行政担当課な ら びに 担当係 の 設置等行政組織の

体制 が整備 さ れ公害苦情相談の 窓 口 が 明確に な っ た 。

2 公害苦情受理状況

(1 ) 昭和 4 7 年度に お け る 本県 の 公害苦情の受理状況は , 総数で 4 6 5 件 ( 新

規受理分 3 4 8 件 , 前年度か ら の未解決に よ る繰越分 1 1 7 件 ) で , 昭和 4 6

年度の総数で 4 8 2 件 ( 新規受理分 3 5 8 件 , 前年度か ら の 未解決に よ る 繰

越分 1 2 9 件 ) に 比べ て 1 7 件 減少 して い る が , そ の 内訳は新規受理分は 5

件 の 減少 と な っ て い る o

年度別公害種類別苦情の 発生状況は表 3 - 8 - 2 の と お り で あ る 。

表 3 -8ー 2 年度別公害種類別苦情発生状況

翁“まで趣
大気

汚染

水質

汚濁
騒音 振動 悪臭

土壌

汚染

そ の

他
。十

対前年
度増加
件 数

昭和 4 2 年度 街 倚 !牙 街 孑冴 件 安 9管

昭和 4 3 年度 1 6 27 2 3 14 5 1 4 1 2 2 2 8

昭和 4 4 年度 9 4 6 4 9 7 1 0 2 3 6 24 9 1 2 7

昭和 4 5 年度 2 5 1 1 0 4 2 3 1 2 1 1 2 4 8 3 6 1 1 1 2

昭和 4 6 年度 37 1 0 9 7 2 6 1 0 5 3 2 1 3 5 3 △ 8

昭和 4 7 年度 3 3 1 08 5 3 1 1 0 0 2 5 1 3 48 △ 5

。十

種類別割合 鸚%5
4 1 3

2 7 鋒

2 5 2

1 6 矛

2 1

1 塾

5 29

3 4 幹

1 7

1 塾

1 6 6

. 考

1 , 5 27

1 。 幹
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(2 ) 公害苦情 を受理 した機関別の 状況は, 次の と お り であ る 。

昭和 4 5 年度 昭和 4 6 年度 昭和 4 7 年度

県 ( 緤権全誹溺 件 7 1 件 6 4 件
市 町 村 1 7 7 3 2 6 3 2 6

g･ 計 ) 2 5 2 3 9 、@ 7 3 9 0
鳥取地方法務局 5 8 4 3 4 3

鳥取行政監察局 1 0 6 4 2 3 2

計 4 1 6 4 8 2 4 6 5

備考 件数に は , 繰越 し た件数 を含む 。

公害の苦情相談は , 住民に 身近な市町村に 多 く , 昭和 4 7 年度は昭和 4 6

年度 と 同 じ 3 2 6 件 を , 市町村で取扱 っ て い る 。 反面 鳥取行政監察局 な どへ

の 相談が昭和 4 5 年に比べて減少 して い る 。 こ の こ と は , 市町村の 公害行政

機構 と 公害苦情等処理体制の整備 を図 っ た こ と に よ る も の と み ら れ る 。

受理件数の 多い市町村は , 昭和 4 7 年度では鳥取市 1 1 1 件 ( 前年度 1 04

件 ) を 最高に 米子市 6 2 件 ( 前年度 6 7 件 ) , 青谷町 3 3 件 ( 前年度 2 8件 )

倉吉市 2 1 件 ( 前年度 4 0 件 ) , 境港市 1 4 件 ( 前年度 1 2 件 ) の順 で あ る 。

こ れ を市町村の地区別に した も の は表 3 - 8 - 3 の と お り で あ る 。

表 3ー8 ー3 地区別公害苦情受理状況

て"ご~ 区名
＼＼＼、≧

、、、、十･笈公害の種類

東部地区 中部地区 西部地区 。十

4 6 4 7 4 6 4 7 4 6 4 7 4 6 4 7

大 気 汚 染 1 9 2 1 1 0 6 3 7 3 2 3 4

水 質 汚 濁 4 6 6 4 2 3 1 8 3 4 2 5 1 0 8 1 0 7

騒 音 , 振 動 3 4 3 1 1 7 8 2 2 1 6 7 3 5 5

悪 臭 5 4 4 7 1 4 1 0 2 8 8 1 9 6 8 8

土 じ ょ う 汚染 1 1 1 2 1

そ の 他 8 1 7 5 3 7 2 1 2 0 4 1

話 1 6 2 1 8 0 7 0 4 6 9 4 1 0 0 辺 2 6 3 2 6

(3 ) 公害の種類別の 苦情は , 昭和 4 7 年度では 水質汚濁が最 も 多 く 1 5 4 件

( 全体の 3 3 % 、 , 続 い て悪臭が 1 3 1 件 ( 2 8 % ) , 騒音 , 振動が

7 4 件 ( 1 6 % ) そ の他 9 件 ( 1 3 % ) , 大気汚染 4 4 件
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( 9 % ) , 土 じ ょ う 汚染 3 件 ( 1 % ) , の順 と な っ て い る 。 と

く に 水質 汚濁 と 悪臭の件数は 2 8 5 件 で , 養豚業に よ る 苦情が大部分を 占 め

て い る 。

図 3-8 ー 1 図 3 ー8ー2

昭和 4 6 年度公害種類別内訳図 昭和4 7年度公害種類別内訳図

悪臭 1 4 1 件 土壌汚染 5 件
2 9 8% 1 % ( 8 0 0% ) 水質汚濁 1 5 4 件

( 7 8 0% ) 8 3 1% ( 7 6 . 6% )

水質汚濁

1 5 6 件 総 件 数 の他 総 件 数 夫 9 5% ( 5 o% )
3 2. 4% 4 8 2 件 5 9 件 4 6 5 件

( 7 0 5% ) ( 7 5 7% ) そ の 他 2 8 1 2 7% ( 7 8 5 % ) 騒音 7 1 件 /
騒音 振 気言 5 80も / ( 9 1 5% 》 悪臭 1 3 1 1 5 . 3%
M 件 4 2 件 “ 字% ) 2 8 2% ( 7 2 5% ) 〔 8 4 5 % )2. 8% ( 8 1 8 0 8 7% ( 7 3 % )

振動 3 件 0 6%

( ) は解決率 ( ) は解決率 ( 1 0 0% )

土壌汚染 3 件 0 6%
( 6 6 7% )

3 公害苦情の処理状況

昭和 4 7 年に お け る 公害の 苦情件数 4 6 5 件 の う ち , 解決 し た も の は 8 6 5

件 で解決率 7 8 5 % , 昭和 4 6 年度に お け る 解決率 7 5 7 0はこ 比べ て 8 % 上

回 っ て い る 。

公害の種類別に み た 解決率は水質 汚濁 7 6 . 6 % ( 前年度 7 0 5 % ) , 大気汚

染 7 5 0 % ( 7 3 8 % ) , 悪臭 7 2 5 % ( 7 8 0 % ) , 騒音 8 4 . 5

% ( 8 1 8 % ) で, 公害の 苦情の 内容 も 次第に複雑化 し解決の困難な も の

が未解決 と し て繰 り 越 さ れ て い る 。 ｣

昭和 4 7 年度に お い て未解決の た め , 昭和 4 8 年度に繰越 さ れ た苦情件数は

総数で 1 0 0 件 ( 水質汚濁 3 6 件 , 悪臭 8 6 件 , 騒音 1 1 件 , 大気汚染 1 1 件 ,

土 じ ょ う 汚染 1 件 , そ の他 5 件 ) であ る 。 年 度別公害苦情受理 ･ 処理件数の状

況は表 3 ー 8 一 4 , 県 市町村別公害苦情受理 処理件数の 状況は表 3 ー 8 ー

5 の と お り で あ る 。
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昭 和 年 度 昭 和 4 6 年 度 昭 和 4 7 年 度
受 理

処 未鯉
受

受 理

｢燦窟扇〒二
処 未処

受 理
処 未受理

2

繰越 。T
受理 繰越 。十

2

4

1 3

1 9

2

4

3 1

9 1

2

4

1 1 4

1 2 0

2 2

4 2

4 1 1

0 1 5

2

2 2

1 3

5 5

3

2 5

3 2 9

5 3 7

3

5 2

9 3

7 5 nさ4て

3 3

7 2

2 2 6

2 8 1

3

2 5

6 6

1 1 1 3

4 5

8 6

2 1 1

ロ

5 9

6 3 4

1 4 3

9 8

3 4 2 4

3 3 2

8 1

2 4 1 0

3 2 1 1

66 66 66
11 11 11

2 5 1

0

1 2 6

1

6 2 11 55 3 77 5 4 2 3 11 1 11 3 33 1 11 4 44 8 8 會具

5

0

9

4 9

3 9 b̂nXU 乙̂RU

7 3

6 3

6 3 7

4 8

3 5

3 2 5

7 6 6

8 6

3

2 8

1 0 3

1 3 9

8 5

2 1

7 2

9 8

3 7

1 3

5 7

6 3 1

2 1

21 0
ワIQ〉

2 2

8 4

8 2 9

8 3 5

2 9

2 1 0

2 9 2 9

44 6

7

1 0

7

5 55 3

1 3

3 5

3

5 8

1 3

8 7

3 1 3

7 1

3

1 1 0

1

1 1 2 1 7 4 4 7 0 9 4 7 1 5 6 1 1 0 4 1 0 8 4 6 1 5 4 1 1 3

4

1

3

4 2

1

1

2

1

1

1

1

2

2

3

2

1

1

1

1 1

1

2 1

1

1

8 8 8 2 2 2 1 1 1

2 1 2 0 2 3 2 5 4 1 2 1 3 2 1

3

2 5

1

1 0

1 1

2

4

3 5

4 1

8

1 3

1 7

2 2

2 4

クムAV 2 2

2 4

6 8

7 3

2

5 4

5 7

1

1 4 3 9 1 4

1 6

1

2

5 3

2

4 4

4 7

9

9

8

4

R〕nる リーRU
6 1 0

1 3

6 1 6

1 3

1 4 2 5

8

2 7

8

5

8

2

2 7 7 7 2 11 0 2 88 4 1 8 5 3 1 8 7 1 6 0 1 1

表 3 一8ー4 年度別公害苦情受理 ･ 処理件数調

公害の種類 処 理 官 公 庁

昭 和 4 3 年 度 昭 和 4 4 年 度

受 理
処理 未狸

受 理

受理 繰越 。十
処理 未処理

受理 繰越 。十

大 気 汚 染

環 境 保 全 課

保 健 所

市 町 村

く 小 口十 )

3

3 ◆ ･ 3

3

3 メ箋4交
1

1

5

5 ｣441
1

1

鳥取地方法務局

鳥取行政監察局

7

6

2 9

6

4

6

5 4 2 6

リム11人
4

。十 1 6 2 1 8 1 0 8 9 3 1 2 7 5

水 質 汚 濁

環 境 保 全 課

保 健 所

市 町 村

( 小 口十 )

7 1

1 RURY
2

2 6

) 4

2 2

2 6

) 1

7

8

) 5

2 9

1 81 8

) 5

鳥取地方法務局

鳥取行政監察局

9

1 1

9

1 1

3

1 1

6 1 0

1 0 一

8 1 8 1 8

。十 2 7 1 2 8 1 6 1 2 4 6 I 1 6 6 2 4 6 1 6

土 じ ょ う 汚染

環 境 保 全 課

保 健 所

市 町 村

( 小 。十 )

鳥 取地方法務局

鳥取行政監察局

。十

騒 音

環 境 保 全 課

保 健 所

市 町 村

( 小 。十 )

2 1

1

3

3

1

1

2 2 1

2 1

) 1 ) 1

2 2

2 3

1 0

1 0

) 1

. 1 2

1 3

鳥取地方法務局

鳥取行政監察局

1 1

1 0

5 1 6

1 0

1 0

1 0

6 1 8 3 2 1

1 0

1 8 3

計 2 3 2 9 2 1 4 9 5 4 3 8

--
-

-
′
-

′
-
r
I

I-
fI

=
=

II
′I
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公害の種 処 理 官 公

昭 和 4 3 年 度
昭 和 4 4 年 度

庁 受 理

未
受 理

未受 繰口越 。十。十 処理 受理 繰越口 越 。十。十 処理

振

環 境 保 全

保 健

市 町

( 小 計 )

課

所

村

ロロ

3

3

繰越

3 8

3 3

口 越 。十

8 6

3 6

。十

6 2

6 2

2 4

2 4

鳥取地方法務

鳥取行政監察

局 1

、局

1 11 11 3

1

3

1

3

1

3 3

1 1

3

1

。十 11 11 11 77 33 1 01 0 66 4

悪

環 境 保 全

保 健

市 町

( 小 口十 )

課

所

村 6

6

6 2

6 2

2 8

2 8

8 2

8 2

2 6

2 6 泥24
、-/

第25
、-ノ 、'′′

鳥取地方法務局

鳥取行政監察局

1 7

2 8

7 6

8

6 2 3

2 8

3 1 5

8 2 8

5 8

8

8 2 5

2 9

5 9

9

3

2

4 2 6

9 2 9

6 8

9

。十 5 1 5 99 4 55 1 4 14 1 0 22 1 2 12 1 1 44 8 11 3 3

の 他

環 境 保 全 課

保 健 所

市 町 村

( 小 口十 )

、 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

)

1

1

) 3

4

7

1

3 )

4

7

1 1 4

) 3 )

4

7

4 8 1

3 ) 2 )

4 1

7 8

1 3 3

2 ) 1

1 3

8

取地方法務局

取行政監察局 3 8 8 2

6 4 1 0

2 3 2 3

0

。十 4 4 4 88 6 4 4 0 3 6 4

。f

境 保 全 課

健 所

町 村

( 小 口十 )

9 4 2

4 2

2 3

2 8 6

) 3

1 7 7

1 7 1 0 9

8

7

9

6

4

8

8

5

3

取地方法務局

取行政監察局

5 1 3 5

5

8

8 8

5

4

9

7

2

4

1 5

計 1 2 2 11 7 1 31 3 9 99 7 4 2 2 4 9
l1 4

一 1 6 9 一

昭 和 4 5 年 度 昭 和 4 6 年 度 昭 和 4 7 年 度

受 理
処理 未埋

受 理

嗣爾T
処理 未獺

受 理

獅爾T
処理 未煙

受理 繰越 計

2 5 7 5 2

l
3

2

5

3

3

2 2 2 2

ご

1

2 2 2

3 8 6 2 6 2 8 6 1 2 3 3

52 34 16 9 3

3

2 3 1 8

2 2

4 4

2 2 7 4

8 3 52 22 8
1 4

9 6

1 1 1

7 2

8 4

2

2 4

2 7 1 86 48 2 2 7

2 0

8 8

1 0 9

1

1 7

5 9

7 7

2 9

1 8

3 4

1 7 3 5 2 7 8 5 8 1 3 9

1 7

4 1 1

7

4 1 5

7

1 1 4

1 2 1 2 0 1 4 1 1 0 5 3 6 1 0 5 3 6 1 4 1 1 1 0 3 1 1 0 0 3 1 1 3 1 9 5 3 6

1 2

1

2 6 7れ
1‘れ浅

1 9 5

4

2 0

2 4

2

1 7

1 9

2

3

5

2

3 8

5

4 1

4 5

4

3 7

4 1

4

4

2 1

2

2 1 2れ
2 1

1

2

1 1

8 9 3 1 2

2 2

1

-

4 8 3 5 1 4 4 7 2 1 7 2 8 2 0 8 5 1 8 5 9 5 4 5

1 4 8

2 2 2

2 9

3 0

5 2

1 7 7

2 5 2

1 74 08 6 61 29 10 9
9

4 4

2 3 5

2 8 8 0 9

1 5

5 6

3 2 6

3 9 7

3 9

2 4 6

2 9 4

1 7

8 0

0 3

1

4 0

2 4 6

2 8 7

8 0

0 3

7

5 7

3 2 6

3 9 0

4

4 9

2 4 5

2 9 8

8

8 1

2

1 0 6

2 5 5 8 3 8 2 0

4 2

2 0 4 3

4 2

2 9

4 2

1 4 2 9

3 2

1 4 4 3 8 5

3 2

8

3 6 1 4 1 6 2 8 7 5 8 8 2 3 6 5 1 7 3 4 8 6 5 6 5

備考 繰越 と は , 前年度に未解決に な っ た た め翌年度に 解決 を持 ち越 した も の であ る 。

悪

製な

j
1

1
f
1

-
1
1
1
r-
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′
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1
=
=
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刀
q
1
1
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ー



一 1 7 0 一

表 3 ー8ー 5 昭和 4 7 年度 県環境保全揉、 保健所、 市町村別公害苦情受理 ･ 処理件数

淺
大 気 汚 染 水 質 汚 濁 土 じ ょ う 汚 染

受 理

理

受 理

未処理
受 理

未
理 処

理
受理 繰越 。十。十 受理 繰越 。十十 受理 繰越 。十十

県環境保全課 一 へ 11 33 44 22 22 ー一 11 11 -- l

鳥 取 保 健 所 l1 22 33 33 ーー 55 、、 55 55 ~

郡 家 ノン
ー 66 22 88 88 、

浜 村 "
ー 22 22 11 11

倉 吉 " 22 『『 22 22 ~~ 11 11 22 11 11

米 子 " 11 11 22 11 11 88 22 55 33 22

根 市 " 22 22 22 【

県 。十 4 5 99 88 11 1 66 1 0 2 6 2 00 66 { l1 11 ‐ー 1

鳥 取 市 1 5 2 1 77 1 33 4 3 4 3 3 7 3 5 22

倉 吉 市 2 3 5 33 2 2 6 8 88 55

米 子 市 5 5 5 1 2 2 1 4 1 0 4

境 港 市 1 1 2 2 5 5 5

国 府 町 2 2 2

岩 美 町
2 2 2

福 部 村

郡 家 町

岡 町

-

原 町 2 l 8 1 2

桜 町 1 1 1

瀬 町 2 2 2

頭 町

- 1 7 1 一

騒 音 ･ 振 動 悪 臭 そ の 他 。十

受 理

処理 未処理
受 理

処理 未処理
受 理

処理 未処理
受 理

処理 未処理受理 繰越 。十 受理 繰越 。十 受理 繰越 。十 受理 繰越 。十

1 l 1 1 1 1 l 6 7 4 3

2 2 2 8 2 1 0 1 0

1 1 2 2

一

7 3 1 0 1 0

1 1 1 1 1 1 4 4 3 1

1

1

1 1 1 .-■‐▲ 1 5 1丸 6 4 2

1 4 1 1 5 1 3 2 1 1 1 1 9 4 23 1 8 5

1 1 1 l 1 1 ｢ 1 3 4 4 0

1 2 3 3 1 8 3 2 1 1 8 3 2 2 4 4 4 1 23 64 53 1 1

2 3
( 1 )

2 6
(1 )
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第 3 節 企業 の 公害防止管理者等 の設置

公害防止管理者等の設置

昭和 4 6 年 6 月 制定 さ れた ｢特定工場に お け る 公害防止組織の整備に 関す る

法律 ｣ に よ り , 一定の要件 を備 え た特定施設 を有す る 工場は , そ の特定施設の

区分 ( 大気 , 水質 , 騒音 , 粉 じ ん 〕 ご と に 公害防止管理者 を選任す る こ と を 義

務づけ ら れ , こ の ほ か 公害防止統括者, 公害防止主任管理者 も選任 しな け れば

な ら な い こ と と な っ た 。

本県に お い て , 公害防止管理者等 を選任 し な け ればな ら な い企業数は , 2 6

企業であ る o

こ れ ら の 公害防止管理者等は , 施設 の監視 , ばい煙量 , 水質 の測定等の業務

に あ た っ て い る 。

表 3 -8ー 6 業種別公害防止管理者等の設置該当工場

業 種 名 工場数

大気関係公害防止管理者
-- -

第 1 種 第 2 種 第 3 種 第 4 種 第 1 種第 2 種 第 3 種

食 料 品 た ば こ 製 造 業 2

｣

2

バ ル ブ , 紙 , 紙加工品製造業
(1 )
3

鉄 鋼 業 2 1 1

金 属 製 品 製 造 業 7

電 気 機 械 器 具 製 造 業 2

窯 業 , 土 石 製 品 製 造 業 1 0

。十
( 1 )

2 6
1 3

( 注 ) 業種名 は , 日 本産業分類に よ る も の で あ る 。

( ) 書は 内書であ る 。
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業 種 名

水質関係公害防止管理者 騒音関
係公害
防止管
理者

粉 じ ん

関係公
書防止
管理者

公害防
止主任
管理者

第 2 種 第 3 種 第 4 種

食 料 品 た ば こ 製 造 業

パ ル プ , 紙 , 紙加工品製造業 1 2 ( 1 )

鉄 鋼 業

金 属 製 品 製 造 業 6 1

電 気 機 械 器 具 製 造 業 2

窯 業 , 土 石 製 品 製 造 業 1 0

。十 8 1 2 1 1 0 ( 1 )
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第四部 鳥取県を美 し く す る運動

乍 鳥取県 を 美 し く す る 運動

県民がすべて健康で文化的な生活 を営む に は, わ れわ れ を と り ま く 生活環境

を快適に す る 必要が あ る 。 と く に , 本県は 自 然環境に め ぐま れ, 幸い に全国的

に み て公害の少な い県 と い え る が, しか し, 家庭, 工場か ら排出 さ れた ごみに

よ る 河川 , 湖沼, 海岸等の汚染は放置 しがた い現状であ る 。

ごみの 不法投棄場所の実態は昭和 4 7 年 8 月 の調査 では 次の と お り で 1 1 5

ヶ 所約 5 8 0 ト ン も の生活系廃棄物や産業廃棄物が投棄 さ れて い た 。

市町村数 不法投棄か所 投 棄 量 ご み の 種 類

2 5 市町村 1 1 5 か所 5 8 〇 ト ン ( 推舞三 )
建設廃材, 土砂, コ ソ ク ノ ー ト ,

木 く ず, 空かん, 空 びん, 家庭ごみ

投棄の実態は, 市部で多 く 3 9 0 ト ン を 占 め, そ の 内容 も建設廃材等の産業

系廃棄物の投棄が 目 立っ て い る 。 郡部 では投棄か所が 9 0 か所で 1 9 0 ト ン で

あ る が, 家庭か ら の廃棄物 ( 可燃物, 不燃物 ) が多い 。

ごみ のな い県づ く り は, 環境保全 の基本であ る 。 こ の 推進 に は , 県お よ び

市町村の積極的な 対策が必要であ っ て , 市町村に おい て も , ごみ収集区域の 拡

大 と ごみ処理場の建設な ど積極的に整備 を は か っ て い る o

一 方 投 棄 ご み 一掃 と ごみ を投棄 しな い県民の 自 覚 と 環境保全に つい て 県民

の 関心 と 理解 を高め る た め , 昭和 4 6 年度か ら ｢ 鳥取県 を美 し く す る 運動｣ を

実施 してい る 。 昭和 4 7 年度の事業実施状況は次の と お り で あ る 。

1 運動期間 昭和 4 7 年 9 月 2 0 日 ~ 1 0 月 1 9 日

2 運動 内容

( 1 ) ポ ス タ ー ( 各市町村, 保健所, 関係団体 ) 新聞, テ レ ビ 等 に よ り 広報

県政 だ よ り ( 県下全世帯に 配布 ) , 県政 の窓 ( 日 本海新聞 )

座談会の開催 ( 日 本海新聞誌上に掲載 )

(2) 報道関係者, 美化運動団体関係者に よ る ごみ一掃総点検バ ト ー ル

(3) 鳥取市 を モ プル美化推進地図こ 指定 ( 8 0 万円助成 ) お よび蜂市町村"こお
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い て地区組織, 婦人会, 青年団, 老人 ク ラ ブ等地域関係民間団体に よ る美

化活動 ･

(4) 不法投棄ごみの実態調査 と 除去 ( 市町村 ) および不"法股環渚の取締指導パ

ト ロ ー ル ( 期 間中 と く に 夜間 も 実施 )

(5) 公共の場所に ごみ容器, 立札の 設置 ( 市町村 )

な お, 市町村に お け る 美化活動参加人員 ごみの 処理旦' 所要経費は表 4 -

1 の と お り であ る 。

表4ー 1 鳥取県を美 し く す る運動 ( 美化運動 )

実施状況 ( 昭和4 7年度 )

実 施 市 町 村 美化活動参加人員 投棄 ごみの 処理量 所 要 経 費

全 市 町 村 5 2, 6 2 7 人 8 0 4 ト ン 5 2 5 7, 1 1 0 円

河川, 湖沼, 海岸等に投棄堆積 さ れてい た ごみ 8 0 4 ト ン を運動期間中処

理 した が, こ れ は 家庭か ら 排出 さ れ る ごみ の 旦' 1 日 約 5 2 0 ト ン ( 1 人 1

日 9 0 7 グ ) の約 1 5 倍に あ た る 。 こ れ ら の ごみは美化活動団体 老人 ク フ

ブ , 婦人会, 青年団等の民間団体の協力に よ り 処理 さ れた 。 各市町村に おい

て期間中各種の会合 を持 ち , 知識の啓蒙普及が活発に行な われ, ま た不法投

棄の防止の た め パ ト ロ ー ル を実施 し て成果を あ げて い る が, こ の 運動が, 期

間内 の みの運動に終 ら せ る こ と な く 継続 し て推進 し て い く こ と が必要であ る 。

こ の種の運動は, 県, 市町村, 県民一体 と な っ て運動 を展開す る こ と に よ っ

て始め て その成果が期待でき る も の で, 昭和 4 7 年 度 は 運 動 の 一環 と し て

鳥取市 1 か所 を美化活動推進モ プ ル地区 と し て , こ の運動 を推進 した が, 昭

和 4 8 年度は 6 か所に拡大 し, 県民の 日常生活に直結 した実践運動 と し て強

力に推進 し て い く こ と と し て い る 。 昭和 4 8 年度 も 9 月 2 0 日 か ら 1 0 月 1 9

日 ま で 1 か 月 間 ｢ 鳥取県 を美 し く す る 運動 ｣ を 展開す る こ と と して い る 。
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2 環 境 週 間

昭和 4 7 年 6 月 5 日 ス ト ノ ク ホ ル ム で開かれた 国連人間環境会議は ｢ か け が

え の な い地球｣ を ス ロ ー ガ ン と し て掲げ, こ の 地球 を守 る た め に 各国が協力 し

て各種の 活動 を進 め る こ と を き めた 。 ま た , 1 2 月 1 6 日 の第 2 7 回国連総会

で毎年 6 月 5 日 を 月世界環境テ ー ｣ と す る 決議案が採択 さ れ, 毎年 こ の 日 に環

境に 対す る 認識 を深め , 人眉顕!境の保全に努 め る 決意 を再確認す る た め の世界的

な 活動 を行な う こ と と な っ た 。

わ が国では, 昭和 4 8 年か ら ｢世界環境テ ー ｣ の 6 月 5 日 を初 日 と して ｢環

境週間｣ を設け, 当面問題 と な っ てい る公害防止, 自 然環境の保護な ど環境の

保全に つい て の意義 を広 く 普及 し よ う と す る も の であ る 。

こ の た め, 県に お い て も 環境問題に お け る 啓蒙活動の重要性に かんがみ期間

中に 本週間の趣旨 に そ っ た 次 の行事 を行な い . 環境保全 に つい て 県民の 関心 と

理解 を高 め る こ と と し てい る o

1 広 報 活 動

ポ ス タ ー壁新聞 の 配布 , フ ン オ , 新聞等 に広報す る 。

2 工場事業場等総点検

県………大気, 水質関係工場 事業場お よ び清掃施設の総点検

市町村…騒音, 悪臭関係工場 事業場の総点検

3 美 化 運 動

国道沿線の植樹 き よ う ち く と う 約 7 0 0 本を ( 岩美町 1 1 0 0 れ 4 2 窃苓

北条町 7 2 0 伽 2 8 0 本 ) を植栽

4 交通公害の測定, 取締

鳥取, 倉吉, 米子市の 交通量の 多い地点 で一酸化炭素 に よ る 大気汚染等の

状況の測定お よ び交通取締 と 排気ガス の一斉取締

5 河川, 湖沼, 海岸の美化

河川, 湖沼 の 一斉清掃, 不法投棄の 防止啓蒙お よ び 海浜清掃機に よ り 海浜

清掃

6 む だな 包装 を や め る 運動, 廃品 の再生利用 を進 め る 運動, ご み の持 ち 帰 り

運動の徹底 を呼び か け る o


